
建設企業常任委員会資料 

2024年(令和 6年)６月 24日 

都市局住宅・建築室建築安全課 

 
議案第５９号関連資料 

明石市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の目的 

江井ヶ島駅北地区地区計画が本年５月３１日に都市計画決定され、計画区域内の建築物

に対して、本地区にふさわしい用途等の制限が定められました。しかしながら、地区計画で

定めただけでは、建築物に対しての法的担保性が弱いものとなっています。 

これを補うため、建築基準法第６８条の２第１項に基づき本条例に地区計画の内容を定め、

建築物の確認申請の審査事項とすることで、地区計画で定めた内容の実現をより確実にす

ることができます。 

そこで、本条例に地区計画による制限内容を定めるため、条例の一部を改正しようとする

ものです。 

 

２ 改正の概要 

江井ヶ島駅北地区は、駅前という利便性の高い立地特性を踏まえ、本年５月３１日に市街

化調整区域から市街化区域に変更され、あわせて、用途地域が準工業地域に、高度地区が

第４種高度地区に設定されました。 

準工業地域は、住居系用途に比べ制限が緩やかで、今後、さまざまな用途や形態の建物

が建つおそれがあることから、地域での検討をふまえ決定された地区計画には、区域内を

「住居一般地区」、「住宅沿道地区」、「住工共存地区」の３地区に区分し、各地区に応じた用

途及び高さの制限が設けられています。 

これら地区計画の内容を受け、以下のような制限を本条例で定めます。 
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 住宅一般地区 
住宅沿道 

地区 

住工共存 

地区 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

１）共同住宅又は長屋で、１戸当たりの住

戸専用面積が４０平方メートル未満の

もの 

２）ホテル又は旅館 

３）ボーリング場、スケート場、水泳場、建

築基準法施行令（以下、「政令」とい

う。）第 130条の６の２に掲げる運動施

設その他これらに類する運動施設 

４）カラオケボックス、ダンスホールその他

これらに類するもの 

５）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの 

６）劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場

又はナイトクラブ、政令第 130条の７

の３に掲げるものその他これらに類す

るもの 

７）キャバレー、料理店その他これらに類

するもの 

８）事務所その他これに類するもの （政

令第 130条の３（第１号に係る部分に

限る。）に規定する政令で定める住宅

に該当するものを除く。） 

９）店舗、飲食店その他これらに類するも

の（政令第 130条の５の３各号に掲げ

るもので、その用途に供する部分の床

面積の合計が５００平方メートル以内

で、かつ、２階以下の部分をその用途

に供するものを除く。） 

１０）自動車教習所 

１１）自動車車庫で床面積の合計が３００

平方メートルを超えるもの（都市計画

決定されたものを除く。）又は３階以上

の部分にあるもの 

１２）建築物に附属する自動車車庫で政

令第１３０条の５の５第１号から第３号ま

でに掲げるもの 

１３）倉庫業を営む倉庫 

１４）畜舎でその用途に供する部分の床

面積の合計が１５平方メートルを超える

もの 

１５）工場  

１６）政令第１３０条の９の表に掲げる危険

物の貯蔵又は処理に供するもの 

左欄１）～７）まで 

建築物の高さの 

最 高 限 度 
10 メートル 15 メートル 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

2



朝
霧
二
見
線

国
道
線
西

１６
ｍ

１６ｍ

３
６
ｍ
～
５
０
.

２
２ｍ ２７

ｍ

３０ｍ

３
６
～
５
０

.

１
６
ｍ

１
２
ｍ

３・４・２

３・４・８

（２車
線
）

（４
車
線
）

３
・３

・１
０
１

（２
車
線
）

江
井

ヶ
島

３
・
５

・
５

０
２

長 坂 寺

線

（２
車
線
）

（１８）

（２車
線
）

（１６）

松
陰

新
田
線

（２
７
）

駅
前
線

（２
０）

（１
２
）

G

G

G

G G

G

G

G

G

G
GG

G

!

!

!
!

!

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

G

G

G

G

G

G

!

!

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

G

G

G

G

G

!

!

G
GGG

G

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

G

!

!

!!
!

!!!!
!

!

!

!

G

!

!
!

!

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

!

!
!

!
!

G
G

G
G

G

G

G

G

G

G

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

G

!

!

!

!

!

!!

!

!

G

G

G

G

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

G

G

!

!

!

G

G

G

G

G

G G
G G

G

G

G

G

G

!

!

!

G

G

!

!
!

!

15
0m

10
0m

臨港地区（江井ヶ島港）

臨港地区（江井ヶ島港）

大久保町八木地区地区計画
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メート ル縮尺

江井ヶ島駅北地区地区計画　 位置図

江井ヶ島駅北地区
区域面積　 約6.8ha

山陽電鉄　 江井ヶ島駅
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江井ヶ島駅北地区地区計画　 計画図
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□ 地区計画区域
凡  例
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